
「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」 

に関する意見の募集について 

 

平成 24 年 9 月 18 日  

厚生労働省政策統括官付 

情報政策担当参事官室  

 

１．意見公募の趣旨・目的・背景 

 現在、政府においては、社会保障・税の分野において共通に用いられる番号体系及びそのため

の情報連携の基盤のあり方が議論されており、昨年とりまとめられた「社会保障・税番号大綱」

に基づき、通称マイナンバー法案が国会に提出されております。 

 一方、医療・介護等の分野は、年金分野における基礎年金番号のようなその分野のみで使われ

る統一した番号を有しておらず、今回のマイナンバーについても社会保障・税の法定事務におい

て限定的に利用することが想定され、医療機関等や大学等研究機関が利活用することができない

整理となっています。そして、医療・介護等の分野については独自に個別法を作り、対応するこ

ととされているところです。 

 そもそも、医療・介護等の分野は、臨床現場における情報共有、医療・介護等のサービス提供

における関係機関や多職種連携、保険制度や行政目的の利用、また、医学の進歩・発展等のため、

情報の利活用の必要性は他分野よりも高い分野といえます。特に、世界にも例のない少子高齢化

が進展する我が国において、今後とも皆保険制度を堅持し、質の高い医療・介護サービス等を確

保していくためには、この分野における本人や関係者の情報活用に資するＩＴ化・ネットワーク

化の基盤整備は極めて重要であり、「社会保障・税番号大綱」にも例示されたとおり、医療・介護

等のサービスの質の向上等に活用できる番号制度を導入する必要があります。 

 ところが、医療・介護等の分野で取り扱われる情報は生命・身体・健康等にかかわる機微性の

高い情報が多く、その保護には厳格な取扱を確保する必要性も高い分野となっています。こうし

た医療・介護等の分野の特性を踏まえ、番号、保護措置などの法整備を含めた環境整備の検討が

求められています。 

 このような課題に応えるため、平成 24 年 4 月以降、9 回にわたり「社会保障分野サブワーキン

ググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会の合同開催」において

検討を行い、その結果を本報告書として取りまとめました。 

 つきましては、今後の議論の参考とするため、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、以

下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のないご意見を下さいますようお願い申し上げます。 

 

２．意見公募の対象 

「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」 

※「社会保障分野サブワーキンググループ及び医療機関等における個人情報保護のあり方に関

する検討会の合同開催」における検討状況については、下記ホームページでご覧になれます。 

 厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ai9a.html 

  



４．ご意見募集期間  

 平成２４年９月１８日（火）～平成２４年１０月１７日（水） 

 

５．ご意見の提出方法  

（１）電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合  

「パブリックコメント：意見募集中案件詳細」画面の 意見提出フォームへ のボタンをク

リックし、「パブリックコメント：意見提出フォーム」より提出を行ってください。  

（２）郵送する場合 （郵送の場合は１０月１７日必着） 

別紙様式にて次の宛先に提出してください。 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２  

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室あて  

（３）ＦＡＸの場合  

別紙様式にて次の宛先に提出してください。 

ＦＡＸ番号：０３－３５９５－２１９８ 

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室あて  

 

６．ご意見の提出上の注意 

・電話による御意見は受け付けておりません。また、御意見は日本語に限ります。 

・個人の場合は、氏名・住所・年齢・職業を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してくだ

さい。（ご意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見

の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務

にのみ利用させていただきます。） 

・ご提出いただきましたご意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を

除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめご了承願います。 

・ご意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等

の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていた

だくこともあります。 

・皆様からいただいたご意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨ご了承

願います。 

  



別紙様式 

厚生労働省政策統括官付情報政策担当参事官室 宛 

 

「医療等分野における情報の利活用と保護のための 

環境整備のあり方に関する報告書」に対する意見 

氏名 

（企業・団体の場合は部署名

及び担当者名も記入。） 

 

 

住所 

（企業・団体の場合は所在

地） 

 

 

 

 

電話番号 
 

 

FAX 番号 
 

 

電子メールアドレス 
 

 

ご意見 

＜該当箇所＞ 

 

 

 

＜意見内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜理由（可能であれば、根拠となる出展等を記載願います。）＞ 

 

 

 

 


